
 

 

商品概要説明書 

財形年金貯金 

（平成２２年１０月１日現在） 

１．商品名 

  （愛 称） 
○財形年金貯金 

※６０歳以降年金として受け取ることを目的とした財形貯蓄です。

２．販売対象 ○ＪＡと財形貯蓄契約を締結している企業の満５５歳未満の勤労者 

３．期 間 

（預入期間） 

（据置期間） 

（受取期間） 

 

○５年以上 

○６か月以上５年以内 

○５年以上２０年以内 

なお、受取開始日は満６０歳に達した日以降の日 

４．預入方法 等 

  (1) 預入方法 

 

 

 

  (2) 預入金額 

  (3) 預入単位 

  (4) 預入貯金の

種類 

 

  (5) 年金元金計算

日での作成貯

金の種類 

 

 

○次の賃金から年１回以上の定期的な天引きにより預入れします。 

・月例給与および賞与 

・月例給与 

・賞与 

○１回あたり１，０００円以上 

○１，０００円単位 

○一口の「期日指定定期貯金」とします。 

ただし、年金元金計算日（受取開始日の３か月前の応当日）までの

期間が１年未満の場合は「スーパー定期（単利型）」とします。 

○上記（４）の貯金は、年金元金計算日に満期日が到来したものとして、

所定の方法により分割し、年金元金計算日から３か月ごとの応当日を

満期とする１２口の「期日指定定期貯金」を作成します。 

ただし、年金受取日までの期間が１年未満の場合は「スーパー定期

（単利型）」とします。 

※年金元金計算日とは年金の支払開始日の３か月前の応当日といい

ます。 

５．払戻方法 ○上記の「受取期間」のとおり、年金として、３か月ごとに払い戻し

ます。 

６．利 息 

  (1) 適用金利 

  (2) 利払頻度 

 

  (3) 計算方法 

 

(4) 税    金 

(5)金利情報の 

入手方法 

 

○預入時の約定利率を満期日まで適用します。 

○上記の「払戻方法」と同様、年金として、組入貯金の満期日ごと（３

か月ごと）に支払います。 

○付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算で１年ごと

の複利計算をします。 

○財形住宅貯金と合わせ、５５０万円まで非課税となります。 

○金利は店頭に表示しています。 

７．手数料  

８．付加できる 

  特約事項 

 



 

 

９．中途解約時 

  の取扱い 

 

○年金受取以外の目的で払い戻した場合は、非課税の適用が受けられな

くなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても、５年間

遡って追徴課税されます。 

○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第４位以下

切捨て）により計算した利息とともに払い戻します。 

＜期日指定定期の場合＞ 

以下の預入期間に応じた利率で、１年複利の方法により計算します。

Ａ．６か月未満 ………………… 解約日における普通貯金利率 

Ｂ．６か月以上１年未満 ……… 預入時の２年以上の利率×４０％ 

Ｃ．１年以上１年６か月未満 … 預入時の２年以上の利率×５０％ 

Ｄ．１年６か月以上２年未満 … 預入時の２年以上の利率×６０％ 

Ｅ．２年以上２年６か月未満 … 預入時の２年以上の利率×７０％ 

Ｆ．２年６か月以上３年未満 … 預入時の２年以上の利率×９０％ 

 

＜スーパー定期の場合＞ 

以下の預入期間に応じた利率で、計算します。 

Ａ．６か月未満 ………………… 解約日における普通貯金利率 

Ｂ．６か月以上１年未満 ……… 約定利率×５０％ 

10．貯金保険制度 

 （公的制度） 

○保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯

金保険法第５１条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・

別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できるこ

と」という３条件を満たすもの）を除く。）と合わせ、元本１,００

０万円とその利息が貯金保険により保護されます。 

11．苦情処理措置お

よび紛争解決措

置の内容 

○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）

につきましては、当組合本支店（所）または金融部(電

話：０５５－９４９－３２１１)にお申し出くださ

い。当組合では規則の制定など苦情等に対処する態勢

を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決

を図ります。 

また、静岡県農業協同組合中央会が設置・運営する静

岡県ＪＡバンク相談所（電話：０５４－２８４－９９

１３）でも、苦情等を受け付けております。 

○紛争解決措置 苦情等について納得のいく解決ができず、外部の紛争

解決機関を利用して解決を図りたい場合は、静岡県Ｊ

Ａバンク相談所を通じ弁護士会を利用することがで

きます。詳しくは同相談所（電話：０５４－２８４－

９９１３）にお尋ねください。 

12．その他参考とな

る事項 

○お一人様一契約となっております。（一般財形貯金、財形住宅貯金と

の併用は可能です。） 

○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率

により計算します。 

 詳しくは窓口にお問い合わせください。 ＪＡ伊豆の国 
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